
48

【噴火時避難】

１-７ 噴火時の現象に応じた避難の考え方

1-7-1 各現象における避難の考え方

(1)噴石等からの避難（火砕流・溶岩流の発生が確認されない場合）

噴火時に、溶岩流の発生が確認されず、かつ火砕流（火砕サージを含む。

以下同様）のおそれがないと判断された場合、噴石に備えるとともに、火砕

流・溶岩流が発生した場合に備えて、以下の範囲について避難措置をとる。 
・一般住民：噴石の到達範囲、及び今後溶岩流が発生した場合に 3時間以

内に到達する可能性のある範囲

・災害時要援護者：噴石の到達範囲、及び今後溶岩流が発生した場合に 24

時間程度以内に到達する可能性のある範囲

（噴火前に緊急火山情報が発表された場合、噴火前避難により上記の範囲

を含む避難は完了しているものと考えられる。）

噴火前避難により避難をしている住民等のうち、上記の範囲以外について

も、噴火形態等が変わることを考慮し、しばらくの間は避難を継続する。 

(2)溶岩流からの避難

溶岩流の発生が確認された場合は、その流下状況に応じ、以下の範囲につ

いて避難措置をとる。 
・一般住民：今後、溶岩流が到達する可能性の高い範囲

・災害時要援護者：今後、溶岩流が到達するおそれのある範囲

避難先は、余裕をもって推定した到達範囲の外とする。 
溶岩流の噴出が継続している場合には、1日 1~2回程度の頻度で流下速度
等を確認し、避難範囲の拡大・縮小を検討する。 

(3)火砕流及び積雪期における融雪型火山泥流からの避難

標高 1,800ｍ程度以上の急傾斜地で噴火して火砕丘の発生が確認された場
合や火砕物噴火が発生した場合、火砕流及び積雪期における融雪型火山泥流

に備えた避難措置をとる。 
避難先は、火砕流及び積雪期における融雪型火山泥流の到達範囲の外とす

る。融雪型火山泥流の到達範囲については、低地や谷筋などを特定し、高台

などを避難先とする。 
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(4)火山灰・火山レキ等からの避難（火砕物噴火が発生した場合）

火砕物噴火が発生し、火山灰や火山レキ等が大量に降った場合には、以下

のような措置をとる。 
・比較的多くの降灰がある場合、風下に当たり軽石が飛来する可能性のあ

る地域では、住宅等の建物内への退避措置（屋内退避）をとる。

・大量降灰（降灰堆積厚 30cm 以上）により住宅等が全壊するおそれがあ

る場合には、降灰重量に耐えうる堅固な建物への退避措置（堅牢建物屋

内退避）をとる。この場合の退避先は、原則として徒歩で向かうことの

できる地域内の施設とする（近隣に堅固な建物のない場合等は車で早め

に移動する）。

（注）火山レキ等：本書では、直径 2mm 以上の火山岩片・軽石・スコリアのうち、上空の

風により到達する範囲が左右されるものを指す

(5)降灰後の降雨による土石流等からの避難

土石流による危険の可能性がある範囲では、大雨警報が発表された場合（警

報基準は降灰等の状況により変更）に、その範囲外へ避難する。 
対象範囲は、10㎝以上の降灰がその流域にあったと見込まれる渓流の下流
で勾配 2°以上の地域とする。 
 

1-7-2 ゾーン区分と噴火時避難範囲の設定

噴火の状況等に関する専門的判断に基づき、その影響の度合いや内容に応

じて、周辺地域を新たに９種類にゾーン区分する（表 1-4）。ただし、新た

なゾーン区分が判断されるまでは、ハザードマップに基づくゾーン区分（噴

火前）を用いるものとする。 
合同現地対策本部は、気象庁や火山噴火予知連絡会等火山専門家を含めた

協議の上、噴火時のゾーン区分を判断し、これを県、市町村に伝達する。こ

のゾーン区分については、噴火の状況に応じて適宜見直す。特に、溶岩流の

流下が確認された場合は、一日 1~2回程度の頻度で流下速度を確認し、ゾー

ン区分の拡大・縮小を検討する。 
市町村は、合同現地対策本部から伝達されたゾーン区分の境界線を参考に、

これを包含する形で「噴火時避難・警戒範囲」を設定する（表 1-5）。設定

に際しては、噴火前避難範囲の設定と同様に、「地域のコミュニティに応じ

た町内会・自治会」「町丁目などの行政界」「道路・河川などの地勢・地理」

などを境界線に用い、住民等にとって分かりやすい地域区分となるよう配慮

する。 



50

表 1-4 富士山火山噴火による影響の度合いに応じたゾーン区分（噴火時） 

（1）避難範囲の基本となるゾーン（噴石、溶岩流、火砕流・火砕サージ等）

ゾーン 範囲の考え方 対象範囲 

第１次

ゾーン 

・天候・風向等にかかわらず、瞬

時に降下物・流下物による危険

の及ぶ可能性がある。

・出現した火口

・今後火口が開くと想定される範囲

第２次

ゾーン 

・天候・風向等にかかわらず、短

時間（3 時間以内）で流下物に

よる危険の及ぶ可能性がある。

・火口周辺における噴石等による危険がある範

囲

・今後、溶岩流が 3 時間以内に到達すると考え

られる範囲

・（標高 1,800ｍ程度以上の急傾斜地で噴火して

火砕丘の発生が確認された場合、火砕物噴火

が発生した場合）火砕流・火砕サージが到達

する危険があると考えられる範囲

・（積雪時）融雪型火山泥流の到達する危険が

あると考えられる範囲

第３次

ゾーン 

・天候・風向等にかかわらず、や

や時間をおいて（3時間以上）

流下物による危険の及ぶ可能

性がある。

・今後、溶岩流が到達する可能性が高いと考え

られる範囲

 

第４次

ゾーン 

・現状で想定される最大規模の噴

火であれば、最終的に流下物に

よる危険の及ぶ可能性がある。

・今後、溶岩流が到達するおそれのある範囲

第５次

ゾーン 

・現状で想定される最大規模の噴

火でも、流下物による危険のお

それはないが、降下物による影

響の及ぶ可能性がある。

・火山灰が降下すると考えられる範囲

（降灰堆積厚 ２cm 以上）

＊ただし火砕物噴火時には(2)も設ける

（2）火砕物噴火時、第５次ゾーン内に設けるべきゾーン

降下物危険

ゾーン 

・大量の火山灰等堆積によ

り、堅固でない建物が崩

壊する可能性がある。

・大量の火山灰(降灰堆積厚 約 30cm 以上）・火

山レキ等が降下している（またはそのおそれ

がある）範囲

降下物注意

ゾーン 

・飛来する火山レキ等によ

り、屋外にいる人に危険

が及ぶ可能性がある。

・火山灰とともに直径数 cm の火山レキ等が降

下している（またはそのおそれがある）範囲

（3）火山灰堆積時の降雨時に備え、特に設けるべきゾーン

土石流危険

ゾーン 

・降雨により、瞬時に流下

物による危険の及ぶ可能

性がある。

・噴火による火山灰等の堆積状況などから、降

雨により土石流の流下危険があると考えら

れる範囲（10 ㎝以上の降灰がその流域にあっ

たと見込まれる渓流の下流で勾配 2°以上の

地域）
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表 1-5 市町村の設定する噴火時避難・警戒範囲の種類 

名称 噴火の状況
参考とする

ゾーン境界線
市町村の対応

溶岩流の流下なし 第２次ゾーン

（噴火時）

一般住民等

噴火時避難範囲

溶岩流の流下あり 第３次ゾーン

（噴火時）

避難指示

溶岩流の流下なし 第３次ゾーン

（噴火時）

災害時要援護者

噴火時避難範囲
溶岩流の流下あり 第４次ゾーン

（噴火時）

避難準備

（要援護者避難）

情報

降下物危険範囲 大量の降灰、火山レキ

等降下あり

降下物危険ゾーン 【降灰時】

堅牢建物屋内退避

の呼びかけ

降下物注意範囲 比較的多くの降灰、火

山レキ等降下あり

降下物注意ゾーン 【降灰時】

屋内退避の呼びかけ

土石流警戒範囲 火山灰堆積時 土石流危険ゾーン 【大雨警報発表時】

避難指示

 
 

1-7-3 噴火時避難のための避難所・避難ルート等の設定

市町村は、噴火時の状況に応じた避難のため、以下の避難所等として利用

可能な候補施設をあらかじめ選定する。 
降灰時避難所：大量降灰時の堅牢建物屋内退避に利用する施設（地区の住

民に周知されている小中学校や町内会の集会施設や公民館等

のうち堅牢な建物）。

土石流避難所：土石流危険が生じた場合に一般住民・災害時要援護者の避

難先とする、土石流警戒範囲の範囲外の施設。

また、噴火時避難を円滑に進めるため、避難所（及び車両による避難が必

要な降灰時避難所、土石流避難所）への避難ルート候補をあらかじめ選定す

る。 
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１-８ 溶岩流の流下に備えた噴火時避難

1-8-1 実施基準と対象範囲

溶岩流流下に伴う噴火時避難の実施基準及び対象範囲は、以下のとおりと

する。 
実施基準 対象地域 市町村の対応 

一般住民等噴火時避難範囲 
［第３次ゾーン(噴火時）に基づく］ 

避難指示 溶岩流の流下

が認められた

場合 災害時要援護者噴火時避難範

囲 
［第４次ゾーン(噴火時）に基づく］ 

避難準備（要援護者避

難）情報 

 

1-8-2 避難先・避難方法

避難先は、繰り返し避難を避けるため、以下のいずれかの基準に従って選

定する。 
・余裕をもって推定した到達範囲の外で第３次ゾーン（噴火時）より外側

・流下方向の方角における第４次ゾーン（噴火時）より外側

また、避難方法は、原則として、噴火前避難と同様の方法とする。 

1-8-3 実施体制

(1)情報伝達・広報

溶岩流の流下に備えた噴火時避難を実施する際の一般住民等への情報伝

達・広報は、原則として、噴火前避難と同様に実施する。 
また、新たに避難の対象となる要援護者施設や在宅要援護者への呼びかけ

も、状況に応じて更新した「避難対象施設リスト」や「避難対象在宅要援護

者リスト」に基づき、噴火前避難の場合と同様に実施する。 
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図 1-17 一般住民等の溶岩流流下に伴う噴火時避難（噴火直後）の体系 

図 1-18 災害時要援護者の溶岩流流下に伴う噴火時避難（噴火直後）の体系 
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(2)避難者の受入れ

避難者の受け入れ体制は、原則として、噴火前避難と同様とする。 
県、市町村は、他市町村に避難先が及ぶ場合を想定して、各市町村とあら

かじめ避難所に関して協議を行い、広域避難を想定した富士山周辺各市町村

避難所リストを準備する。 
市町村は、噴火時に一般住民等を受け入れるため、あらかじめ選定してい

た候補施設のうち必要な箇所に職員を派遣し、避難所を開設する。その際、

特に在宅要援護者の避難先としては、社会福祉施設、病院のほか、ホテル、

旅館等を活用した福祉避難所とする。また、自市町村内における避難所の確

保が困難な場合には、合同現地対策本部に調整を依頼する。 
合同現地対策本部は、市町村が避難所を他市町村に確保する場合、あらか

じめ準備されている富士山周辺各市町村避難所リストに基づき、受け入れ施

設の調整を支援する。その際、ホテル・旅館等の積極的活用も検討する。さ

らに、噴火時避難の必要となった要援護者施設に対し、受入施設及び搬送手

段の確保に関する支援を行う。 

(3)輸送手段・輸送路の確保

市町村は、避難所への輸送手段の確保のため、必要台数を決定しバス事業

者に要請を行う。バスの台数が不足し、また出動が間に合わないなどの事態

が発生し、県内外のバス事業者への要請が必要となった場合には、合同現地

対策本部に調整を依頼する。また、あらかじめ定めた避難ルートについて被

害状況等を確認し、輸送路として利用の適否について確認する。避難ルート

が被災している場合は、代替ルート及び代替輸送手段を確保する。 
合同現地対策本部は、市町村からの依頼を受けた場合、県内外のバス事業

者などへ避難者の輸送手段を確保するための調整・支援を行う。また、避難

ルート等の被害状況把握、代替ルート及び代替輸送手段の確保について、市

町村を支援する。 
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